
 
議案第７号  

 

 瑞穂町企業誘致促進条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和３年３月２日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 町の区域内に事業所を新設する企業に対する奨励措置の期限を延

長し、及び対象者の要件等の規定を整備するため、条例を改正する

必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町企業誘致促進条例の一部を改正する条例  

 

 瑞穂町企業誘致促進条例（平成２３年条例第３号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第 1 条中「区域内」を「指定地域内」に改める。  

第２条中第７号を第８号とし、第４号から第６号までを１号ずつ

繰り下げ、同条第３号中「町の区域内（以下「町内」という。）」

を「町内」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号中「規則」

を「統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統

計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表」に改め、

同号を同条第３号とし、同条第１号を同条第２号とし、同号の前に

次の１号を加える。  



 
（１）指定地域  瑞穂町の区域内（以下「町内」という。）におけ

る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１

号に規定する用途地域のうち、第一種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用

地域をいう。  

 第２条に次の１号を加える。  

（９）常用雇用者  企業が事業所において常時雇用する労働者（雇

用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定す

る被保険者をいう。）であって、当該事業所において継続して

１年以上雇用され、又は雇用されることが見込まれている者を

いう。  

第３条第１号中「土地の面積が５００平方メ－トル以上である」

を「土地又は店舗の面積が別表で定める面積を満たしている」に改

め、同条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第

４号とし、同号の次に次の１号を加える。  

（５）事業所の事業内容が立地場所にふさわしいものであり、かつ、

産業の振興に寄与するものであると町長が認めるものであるこ

と。  

 第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。  

（２）当該事業所における常用雇用者の数が別表で定める数を満た

していること。  

 第６条第５項中「前２項」を「第３項」に改める。  

 第８条第１項第２号中「事業」を「当該指定に係る事業所の事業

開始日から６年以内に事業」に改める。  

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和１３年３月３１

日」に改める。  

 附則の次に次の別表を加える。  

別表（第２条、第３条関係）  

大分類  中分類  土地又は店舗

の面積  

常用雇用者

の数  

Ｅ－製造業  ０９－食料品製

造業から３２－  

土地  

５００平方メ  

２０人  

 



 
 その他の製造業

まで  

－トル   

Ｆ － 電 気 ・ ガ

ス・熱供給・水

道業  

３３－電気業か

ら３５－熱供給

業まで  

土地  

５００平方メ

－トル  

２０人  

Ｇ－情報通信業  ３７－通信業か

ら４１－映像・

音声・文字情報

制作業まで  

土地  

５００平方メ

－トル  

５人  

Ｈ－運輸業、郵

便業  

４２－鉄道業か

ら４８－運輸に

附帯するサ－ビ

ス業まで  

土地  

１，０００平

方メ－トル  

２０人  

Ｉ－卸売業、小

売業  

５６－各種商品

小売業から６０

－その他の小売

業まで  

店舗  

５００平方メ

－トル  

５人  

Ｌ－学術研究、

専門・技術サ－

ビス業  

７１－学術・開

発研究機関  

土地  

５００平方メ

－トル  

５人  

 

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の瑞穂町企業誘致促進条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後に指定の申請がされた奨励金の交付につい

て適用し、施行の日前に指定の申請がされた奨励金の交付につい

ては、なお従前の例による。  
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瑞穂町企業誘致促進条例 新旧対照表 

新 旧 

(目的) (目的) 

第1条 この条例は、町の指定地域内に事業所

を新設する企業に対し、奨励措置を講ずる

ことにより、産業の振興及び雇用機会の拡

大を図り、もって地域経済の発展及び住民

生活の向上に資することを目的とする。 

第1条 この条例は、町の区域内に事業所を新

設する企業に対し、奨励措置を講ずること

により、産業の振興及び雇用機会の拡大を

図り、もって地域経済の発展及び住民生活

の向上に資することを目的とする。 

(定義) (定義) 

第2条 略 第2条 略 

(1)指定地域 瑞穂町の区域内(以下｢町内｣

という。)における都市計画法(昭和43年

法律第100号)第8条第1項第1号に規定す

る用途地域のうち、第一種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業地域、準

工業地域、工業地域及び工業専用地域を

いう。 

 

(2) 略  (1) 略  

(3)事業所 統計法(平成19年法律第53号)

第2条第9項に規定する統計基準である日

本標準産業分類に掲げる産業のうち、別

表で定める業種の事業の用に供するため

に企業が設置する施設をいう。 

(2)事業所 規則で定める業種の事業の用

に供するために企業が設置する施設をい

う。  

(4)新設 町内に事業所を有しない企業が

町内において所有権又は借地権を有する

土地に新たに建設により事業所を設置し

て事業を開始することをいう。 

(3)新設 町の区域内(以下｢町内｣という。)

に事業所を有しない企業が町内において

所有権又は借地権を有する土地に新たに

建設により事業所を設置して事業を開始

することをいう。 

(5) 略  (4) 略  

(6) 略  (5) 略  

(7) 略  (6) 略  

(8) 略 (7) 略 

(9)常用雇用者 企業が事業所において常

時雇用する労働者(雇用保険法(昭和49年

法律第116号)第4条第1項に規定する被保
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険者をいう。)であって、当該事業所にお

いて継続して1年以上雇用され、又は雇用

されることが見込まれている者をいう。 

(奨励措置の対象者) (奨励措置の対象者) 

第3条 略 第3条 略 

(1)新設する事業所の用に供する土地又は

店舗の面積が別表で定める面積を満たし

ていること。  

(1)新設する事業所の用に供する土地の面

積が500平方メートル以上であること。 

(2)当該事業所における常用雇用者の数が

別表で定める数を満たしていること。 

 

(3) 略 (2) 略  

(4) 略 (3) 略 

(5)事業所の事業内容が立地場所にふさわ

しいものであり、かつ、産業の振興に寄

与するものであると町長が認めるもので

あること。 

 

(6) 略  (4) 略  

(7) 略 (5) 略  

第4条及び第5条 略 第4条及び第5条 略 

(奨励金の交付等) (奨励金の交付等) 

第6条 略 第6条 略 

2から4 略 2から4 略 

5 奨励金の各年度の交付時期は、第3項の規

定による申請があった年度の翌年度とする。 

5 奨励金の各年度の交付時期は、前2項の規

定による申請があった年度の翌年度とする。 

第7条 略 第7条 略 

(指定の取消し等)  (指定の取消し等) 

第8条 略 第8条 略 

(1) 略 (1) 略 

(2)当該指定に係る事業所の事業開始日か

ら6年以内に事業を廃止し、若しくは休止

し、又はこれらと同様の状態に至ったと

き。 

(2)事業を廃止し、若しくは休止し、又はこ

れらと同様の状態に至ったとき。 

(3)から(5) 略 (3)から(5) 略 

2 略 2 略 

第9条から第11条 略 第9条から第11条 略 
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   附 則    附 則 

1 略 1 略 

 (失効) (失効) 

2 この条例は、令和13年3月31日限り、その

効力を失う。 

2 この条例は、平成33年3月31日限り、その

効力を失う。 

3 略 3 略 

  

別表(第2条、第3条関係) 

大分類 中分類 土地又

は店舗

の面積 

常用雇

用者の

数 

E-製造

業 

09-食料

品製造

業から

32-その

他の製

造業ま

で 

土地 

500平方

メート

ル 

20人 

F-電

気・ガ

ス・熱供

給・水道

業 

33-電気

業から

35-熱供

給業ま

で 

土地 

500平方

メート

ル 

20人 

G-情報

通信業 

37-通信

業から

41-映

像・音

声・文字

情報制

作業ま

で 

土地 

500平方

メート

ル 

5人 

H-運輸

業、郵便

業 

42-鉄道

業から

48-運輸

に附帯

するサ

ービス

土地 

1,000平

方メー

トル 

20人 
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業まで 

I-卸売

業、小売

業 

56-各種

商品小

売業か

ら60-そ

の他の

小売業

まで 

店舗 

500平方

メート

ル 

5人 

L-学術

研究、専

門・技術

サービ

ス業 

71-学

術・開発

研究機

関 

土地 

500平方

メート

ル 

5人 

 

  

附 則  

(施行期日)  

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。  

(経過措置)  

2 この条例による改正後の瑞穂町企業誘致

促進条例の規定は、この条例の施行の日以

後に指定の申請がされた奨励金の交付につ

いて適用し、施行の日前に指定の申請がさ

れた奨励金の交付については、なお従前の

例による。 

 

  


